


【国保】 
 

D-498 胃・十二指腸ファイバースコピー（イレウス用ロングチューブ挿入

時） 

 

《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、イレウス用ロングチューブ挿入に際し実施する胃・十二指

腸ファイバースコピーの算定は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 イレウス管挿入の補助手段として用いた胃・十二指腸ファイバースコピ

ーは診断や病態の観察目的ではないため算定は認められないと整理した。 

 


